[bookmark: _c6q6ppoqr8sk]技術提携契約書

●●株式会社（以下「甲」という。）と●●株式会社（以下「乙」という。）は、相互の技術・ノウハウ等を活用した協力関係を構築することを目的として、次のとおり技術提携契約（以下「本契約」という。）を締結する。

[bookmark: _3filo78ef6tg]第1条（目的）
本契約は、甲および乙がそれぞれ保有する技術、知識、ノウハウその他の経営資源を相互に活用し、共同で技術開発、改良、実証、事業化の検討等（以下「本提携」という。）を行うことにより、双方の事業発展を図ることを目的とする。

[bookmark: _lrz79gyeyhrx]第2条（提携内容）
1. 本提携に基づき、甲および乙は、別途協議のうえ合意した技術分野、研究テーマ、開発内容、役割分担等に従い協力するものとする。
2. 本提携の具体的な実施内容、スケジュール、費用負担、成果物の取扱い等については、必要に応じて個別契約または覚書により定めるものとする。
3. 
[bookmark: _sn8cc6p9c59u]第3条（役割分担）
1. 甲および乙は、それぞれの専門性および経営判断に基づき、誠実に本提携を遂行するものとする。
2. いずれの当事者も、本契約に基づき相手方に対し、雇用関係、代理権、組合関係その他これらに類する法律関係を生じさせるものではない。
3. 
[bookmark: _gy1ah4b3p241]第4条（秘密情報の取扱い）
1. 本提携に関連して開示される技術情報、営業情報その他一切の非公開情報は、秘密情報として取り扱うものとする。
2. 秘密情報を受領した当事者は、本契約の目的の範囲内でのみ当該情報を利用するものとし、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示または漏えいしてはならない。
3. 本条の義務は、本契約終了後も存続する。
4. 
[bookmark: _ds8ctv9hmuxi]第5条（知的財産権）
1. 本提携の過程で新たに創出された発明、考案、著作物その他の知的財産権の帰属については、当該成果の創出に寄与した当事者間で協議のうえ、別途定めるものとする。
2. 本契約締結前から各当事者が保有する知的財産権は、引き続き各当事者に帰属するものとする。
3. 
[bookmark: _buynjatcz2f1]第6条（費用負担）
本提携に要する費用の負担方法については、甲および乙が協議のうえ、別途定めるものとする。

[bookmark: _d7hp5pia0vf6]第7条（再委託）
甲および乙は、本提携に関する業務を第三者に再委託する場合には、事前に相手方の書面による承諾を得るものとする。

[bookmark: _rdowipx7p0os]第8条（契約期間）
1. 本契約の有効期間は、本契約締結日から●年間とする。
2. 契約期間満了日の●か月前までに、甲乙いずれからも書面による解約の意思表示がない場合、本契約は同一条件にてさらに●年間更新されるものとする。
3. 
[bookmark: _r4aaklz3b18d]第9条（解約）
甲または乙は、相手方が本契約に違反し、相当期間を定めて是正を求めたにもかかわらず当該違反が是正されない場合には、書面による通知をもって本契約の全部または一部を解除することができる。

[bookmark: _8ecykakle3hs]第10条（損害賠償）
本契約に関連して相手方に損害を与えた場合、当該当事者は、自己の責に帰すべき範囲において、通常かつ直接の損害に限り賠償する責任を負うものとする。

[bookmark: _c1dmgp4tg4cn]第11条（免責）
本提携に基づき提供される技術情報等について、甲および乙は、その完全性、正確性、有用性、特定目的への適合性について、いかなる保証も行うものではない。

[bookmark: _f3fodg1t3s61]第12条（協議事項）
本契約に定めのない事項または本契約の解釈に疑義が生じた場合には、甲および乙は誠意をもって協議し、円満な解決を図るものとする。

[bookmark: _nrtwjyld9x40]第13条（準拠法および管轄）
本契約は日本法を準拠法とし、本契約に関して生じる一切の紛争については、●●地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本契約締結の証として、本書二通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自一通を保有する。

●●年●月●日

甲　●●株式会社
住所：
代表者名：

乙　●●株式会社
住所：
代表者名：

